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ＣＡＣ‐ＮＥＴ契約約款 

 

 

株式会社ＣＡＣ（以下「ＣＡＣ」という。）とＣＡＣが行うサービスを受ける者（以下「加入者」という。）との間に結ばれる契約は

以下の条項によるものとします。 

 

第 １ 条 （契約約款の適用） 

ＣＡＣは、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の規定に基づきこのＣＡＣ‐ＮＥＴ契約約款（以下「本約款」という。

）を定め、これによりＣＡＣ‐ＮＥＴを提供します。 

 

第 ２ 条 （用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

① 電気通信設備 ✓ 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

② 電気通信サービス 
✓ 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の

通信の用に供すること 

③ 電気通信回線設備 
✓ 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置

される交換設備、ならびにこれらの付属設備 

④ 電気通信回線 
✓ 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線

設備 

⑤ ＣＡＣ‐ＮＥＴ 
✓ 主としてデータ通信の用に供することを目的として、インターネットプロトコルに

より符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス 

⑥ ＣＡＣ‐ＮＥＴ取扱所 
✓ ＣＡＣ‐ＮＥＴに関する業務を行うＣＡＣの事業所 

✓ ＣＡＣの委託によりＣＡＣ‐ＮＥＴに関する契約事務を行う者の事業所 

⑦ 契約 ✓ ＣＡＣからＣＡＣ‐ＮＥＴの提供を受けるための契約 

⑧ 加入者 ✓ ＣＡＣと契約を締結している者 

⑨ 加入者回線 ✓ ＣＡＣとの契約に基づいて設置される電気通信回線 

⑩ 端末設備 

✓ 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他

の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。）または、同一の

建物内であるもの 

⑪ 端末接続装置 ✓ 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 

⑫ 自営端末設備 ✓ 加入者が設置する端末設備 

⑬ 自営電気通信設備 ✓ 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 

⑭ 技術基準 ✓ 端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）で定める技術基準 

⑮ 消費税相当額 

✓ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に関する法令の規定に基づき課

税される消費税の額 

✓ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）および同法に関する法令の規定に基づき課

税される地方消費税の額 

⑯ 学校 
✓ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、中学校、高等学校また

は、中等教育学校およびこれらに相当する学校としてＣＡＣが別に定める学校 

⑰ 地方公共団体 
✓ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に規定する普通地方公共団体および特別地

方公共団体 

⑱ ＣＡＣ‐ＴＶ 

✓ 地上デジタルテレビジョン放送、ＦＭラジオ放送、およびＦＴＴＨ施設において加

入者の希望により別途契約を締結し、ＴＶ受信機により視聴するＢＳデジタルテレ

ビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービ

ス 

⑲ 戸建加入者 

✓ ＣＡＣのサービスを利用する場所が戸建住宅（ＣＡＣが戸建住宅に準ずると判断す

る建物を含む。）である場合、もしくは、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用する場所が集合住

宅の一室であり、集合住宅の店子がその管理者等よりＣＡＣ‐ＮＥＴの加入申込み

を行う承諾を得ている場合に戸建契約を交わした者 

⑳ 店子加入者 ✓ ＣＡＣ‐ＮＥＴが利用できる集合住宅の店子（入居者）で契約を交わした者 

 

第 ３ 条 （ＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等） 

契約には、ＣＡＣが定める種別等があります。種別等には附帯して提供されるオプションサービスおよび端末設備等を含みます

。 
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第 ４ 条 （利用契約の単位と有効期間） 

１．ＣＡＣは、加入者回線１回線ごとに１つの契約を締結します。この場合、加入者は１つの契約につき１人に限ります。 

２．業務目的あるいは継続的にＣＡＣの提供するサービスを不特定または、多数の人が利用できるように自営電気通信設備もしくは

自営端末設備を設置する場合、ＣＡＣとの別段の取決めまたは承諾が必要です。 

３．契約有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、次の場合には、引き続き１年の期間をもって更新するものとし以後

も同様とします。 

① 契約期間満了日の１５日前までにＣＡＣから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき 

② 契約期間満了日までに、第１５条（解約および休止）第１項に定める解約の申し出が、受理されていないとき 

 

第 ５ 条 （加入者回線の終端） 

１．ＣＡＣは、加入者が指定した場所の建物または、工作物において、端末接続装置を設置する工事を実施し、端末接続装置を加入

者回線の終端とします。 

２．ＣＡＣは、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。 

３．ＣＡＣが端末設備を提供した場合においても、端末接続装置を加入者回線の終端とします。 

 

第 ６ 条 （加入申込みの方法） 

加入申込みをするときは、ＣＡＣが指定する加入手続にて次の事項について確認いたします。 

① 第３条（ＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等）に定めるＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等 

② 加入者回線の終端とする場所 

③ その他ＣＡＣ‐ＮＥＴの内容を特定するために必要な事項 

 

第 ７ 条 （加入申込みの承諾） 

１．ＣＡＣは、加入申込みがあったときは、受付た順序に従って承諾します。ただし、ＣＡＣの業務の遂行上支障があるときは、そ

の順序を変更することがあります。この場合、ＣＡＣは、加入申込みを行った者に対してその事由と共に通知します。またＣＡ

Ｃは、加入申込みを承諾した場合、第５条（加入者回線の終端）に規定する工事を実施するものとします。なお、この工事の保

証期間は、工事が完了した日から１年間とします（資材に対する保証は、工事時に加入者がＣＡＣより購入したものに限る。）

。 

２．ＣＡＣは、前項の規定にかかわらず、ＣＡＣ‐ＮＥＴの取扱いに際して余裕のないときは、その承諾を延期することがあります

。 

３．ＣＡＣは、第１項の規定にかかわらず、次の場合には、加入申込みを承諾しないことがあります。 

① 加入者回線を設置または、保守をすることが技術上著しく困難なとき 

② 加入申込みをした者がＣＡＣ‐ＮＥＴの加入契約料金、利用料金、オプションサービス料金、手続に関する料金、および工

事に関する費用（以下「料金等」という。）およびその他の債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められ

る相当の事由があるとき 

③ その他ＣＡＣの業務の遂行上著しい支障があるとき 

４．ＣＡＣが定める学校用サービスの申込みをすることができる者は、学校の設置者に限ります。 

５．ＣＡＣが定める地方公共団体用サービスの申込みをすることができる者は、施設の設置者に限ります。 

 

第 ８ 条 （初期契約解除） 

１．加入者は、申込関連書類の受領日から起算して８日を経過するまでの期間、書面によりＣＡＣ‐ＮＥＴの契約を解除することが

できます。 

２．前項の規定による契約の解除は、同項の書面を発行したときにその効力を生じます。 

３．第１項の規定により契約の解除を行った者は、加入契約料金の還付を請求することができます。ただし、工事が完了している場

合には、工事費等をＣＡＣに支払っていただきます。 

 

第 ９ 条 （ＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等の変更） 

１．加入者は、第３条（ＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等）に定めるＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等の変更の請求をすることができます。 

２．前項の請求の方法およびその承諾については、第６条（加入申込みの方法）および前条（初期契約解除）の規定に準じて取扱い

ます。 

３．変更に伴い発生する手続に関する費用に関しては第２９条（手続に関する料金の支払義務）の規定によるものとします。 

 

第１０条 （加入者回線の移転） 

１．加入者は、加入者の負担により、同一の構内または、同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。 

２．加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更または、制限がある場合があります。 

３．ＣＡＣは、第１項の請求があったときは、第７条（加入申込みの承諾）の規定に準じて取扱います。 

４．第１項の変更に必要な工事は、ＣＡＣまたは、ＣＡＣが指定した者が行います。なお、端末接続装置を設置する工事の保証期間

は、工事が完了した日から１年間とします（資材に対する保証は、工事時に加入者がＣＡＣより購入したものに限る。）。 

 

第１１条 （ＣＡＣ‐ＮＥＴの利用の一時中断） 

ＣＡＣは、加入者から請求があったときは、ＣＡＣ‐ＮＥＴの利用の一時中断（その加入者回線を他に転用することなく一時的

に利用できないようにすることをいう。以下同じとする。）を行います。 

 

第１２条 （その他契約内容の変更） 

１．ＣＡＣは、加入者から請求があったときは、第６条（加入申込みの方法）第３号に規定する契約内容の変更を行います。 

２．前項の請求があったときは、ＣＡＣは、第７条（加入申込みの承諾）の規定に準じて取扱います。 

 

第１３条 （名義変更） 

ＣＡＣは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、ＣＡＣがこれを承認したときに加入者名義を

変更するものとします。 
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① ＣＡＣの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が個人名義の場合、加入者から二親等以内の者へ名義変更ができ

るものとします 

② ＣＡＣの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が法人・団体名義の場合、事業承継した者へ名義変更ができるも

のとします。新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします 

 

第１４条 （譲渡の禁止） 

加入者は、前条（名義変更）の場合を除き、ＣＡＣ‐ＮＥＴの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ、または貸与すること

はできません。 

 

第１５条 （解約および休止） 

１．加入者は、契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の１５日前までにＣＡＣに届け出るものとします。そのうえで、

解約を希望する日の属する月の末日までにＣＡＣに、ＣＡＣが指定する書面にて届け出るものとし、ＣＡＣがその書面を受け取

ったときに解約の申し出が受理されるものとします。解約を希望する日の属する月の翌月以降にＣＡＣがその書面を受け取った

場合、受取日の属する月の末日を解約日とします。 

２．前項による解約の場合、ＣＡＣは、ＣＡＣに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお、撤去に要する費用は、加入

者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者に

その復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

３．加入者は、ＣＡＣのサービスの提供の休止を希望する場合、休止を希望する日の１５日前までにＣＡＣに届け出るものとします

。そのうえで、休止を希望する日の属する月の末日までにＣＡＣに、ＣＡＣが指定する書面にて届け出るものとし、ＣＡＣがそ

の書面を受け取ったときに休止の申し出が受理されるものとします。休止を希望する日の属する月の翌月以降にＣＡＣがその書

面を受け取った場合、受取日の属する月の末日を休止日とします。また、再開を希望する場合には、再開を希望する日の１５日

前までにＣＡＣに届け出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料

金は無料とします。なお、休止期間は、原則最長１年間とします。 

４．加入者は、サービスの利用休止および再開に際して、ＣＡＣが定める手数料および工事費用等を負担するものとします。 

５．ＣＡＣは、必要により休止期間中、貸与する機器を撤去できるものとします。この場合の費用は、加入者が負担するものとしま

す。 

６．サービスの利用休止に伴う加入者の情報はＣＡＣ所定の方法により保持します。本人確認が得られた加入者はＣＡＣに休止に関

する情報照会ができるものとします。 

 

第１６条 （契約の解除） 

１．ＣＡＣは、次の場合には、契約を解除することがあります。 

① 第１９条（利用停止）の規定によりＣＡＣ‐ＮＥＴの利用停止をされた加入者が、ＣＡＣの指定する期間内にその停止事由

を解消または是正しないとき 

② 電気通信回線の地中化等、ＣＡＣまたは、加入者の責めによらない事由によりＣＡＣの電気通信設備の変更を余儀なくされ

、代替構築が困難でＣＡＣ‐ＮＥＴの継続ができないとき 

２．第１９条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がＣＡＣの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めら

れる相当の事由があるときは、前項第１号の規定にかかわらず、ＣＡＣ‐ＮＥＴの利用停止をしないで契約を解除することがあ

ります。 

３．ＣＡＣは、前項の規定により契約を解除しようとするときには、その加入者にそのことを通知もしくは催告しない場合がありま

す。 

４．ＣＡＣは、第１項の規定により契約を解除しようとするときは、ＣＡＣに帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。なお

、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作物等の

復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。 

 

第１７条 （オプションサービスおよび端末設備の提供等） 

ＣＡＣは、加入者から請求があったときは、ＣＡＣが定めるオプションサービスおよび端末設備を提供します。 

 

第１８条 （利用中止） 

１．ＣＡＣは、次の場合には、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止することがあります。 

① ＣＡＣの電気通信設備の保守または、工事等やむを得ないとき 

② 第２０条（利用の制限）の規定による制限の対象となる場合で、ＣＡＣが中止せざるを得ないと判断したとき 

２．前項に規定する場合のほか、オプションサービスおよび端末設備に関する利用について別に定めがあるときは、ＣＡＣは、その

別に定めるところによりそのオプションサービスおよび端末設備の利用を中止することがあります。 

３．ＣＡＣは、前二項の規定により、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を中止するときは、あら

かじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第１９条（利用停止） 

１．ＣＡＣは、加入者が次のいずれかに該当するときは、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用を停

止することがあります。 

① 第２７条（料金等の支払い義務）、第２８条（加入契約料金の支払い義務）、第２９条（手続に関する料金等の支払い義務

）、第３０条（工事に関する費用の支払い義務）に規定するＣＡＣ‐ＮＥＴの料金等、その他ＣＡＣに対する債務の履行を

怠ったとき、または怠るおそれがあるとき（支払期日を経過した後、ＣＡＣが指定する料金収納事務を行う事業所以外にお

いて支払われた場合であって、ＣＡＣがその支払いの事実を確認できないときを含む。） 

② 加入者が、加入申込時に申告した内容に虚偽が判明したとき 

③ 第２２条（禁止事項）および第３９条（利用に係る加入者の義務）の規定に違反したとき 

④ 第２３条（情報の削除等）の要求を受けた加入者が、ＣＡＣの指定する期間内に当該要求に応じない場合 

⑤ 前各号のほか、本約款に違反する行為、ＣＡＣ‐ＮＥＴに関するＣＡＣの業務の遂行または、ＣＡＣの電気通信設備のいず

れかに著しい支障を与えたとき、および与えるおそれのある行為を行ったとき 

２．ＣＡＣは、前項の規定により、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利用停止をするときは、あらか

じめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 
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第２０条 （利用の制限） 

１．ＣＡＣは、天災、事変その他の非常事態が発生したとき、および発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防

または、救援、交通、通信または、電力の供給確保または、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、および公共の利

益のために緊急を要する事項を内容とする通信である場合、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部の利

用を制限することがあります。 

２．通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３．ＣＡＣ‐ＮＥＴの加入者が、ＣＡＣの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがありま

す。 

４．ＣＡＣは、大量通信等により加入者の円滑な通信が阻害される場合において、その通信の制限を実施することがあります。 

５．ＣＡＣは、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、ＣＡＣまたは児童ポルノ

アドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知するこ

となく、加入者の接続先サイト等を把握したうえで、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。 

６．ＣＡＣは、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置

く場合があります。この措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノにかかわる情報のみを対象とし、また、通信

の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性がないと認められる場合に限り行います。 

 

第２１条 （サービスの終了） 

１．ＣＡＣは次の場合には、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。 

① ＣＡＣが、安定したＣＡＣ‐ＮＥＴの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると判断したとき 

② ＣＡＣが提供する他のサービスに伴い、ＣＡＣ‐ＮＥＴの必要性が著しく低下したとＣＡＣが判断したとき 

③ 経営上、技術的等の事由によりＣＡＣ‐ＮＥＴの適正かつ正常な提供ができなくなりＣＡＣ‐ＮＥＴの運営が事実上不可能

になったとき 

２．ＣＡＣは、前項の規定により、ＣＡＣ‐ＮＥＴおよびオプションサービスの全てもしくは一部を終了するときは、あらかじめそ

の事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

第２２条 （禁止事項） 

１．加入者は、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用して、次の行為を行わないものとします。 

① ＣＡＣもしくは他者（国内外を問わず。以下同じとする。）の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為または、侵害

するおそれのある行為 

② 他者の財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為または、侵害するおそれのある行為 

③ 他者を不当に差別、誹謗中傷する行為もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは

信用を毀損する行為 

④ 詐欺等、児童売買春、預金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為または、結びつくおそれの高い行為 

⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこ

れらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為 

⑥ 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限

切れの医療品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為 

⑦ 賃金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

⑧ 無限連鎖講（ネズミ講）を開設する行為または、これを勧誘する行為 

⑨ ＣＡＣ‐ＮＥＴにより利用し得る情報、または設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 

⑩ 他者になりすましてＣＡＣ‐ＮＥＴを利用する行為 

⑪ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

⑫ 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくは、そ

のおそれのあるメールを送信する行為 

⑬ 他者の設備等またはＣＡＣ‐ＮＥＴ設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 

⑭ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 

⑮ 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介しまた

は誘引（他人に依頼することを含む。）する行為 

⑯ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせ

る情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

⑰ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段を紹介する等の行為 

⑱ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを貼る行為 

⑲ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害し

たりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為 

⑳ その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害するとＣＡＣが判断した行為 

２．加入者は、次の行為を行わないものとします。 

① 加入者回線の終端の場所以外で、ＣＡＣが貸与する機器を使用する行為 

② ＣＡＣが貸与する機器の分解、および解体もしくは、改造等する行為 

３．加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償を支払うものとします。 

 

第２３条 （情報の削除等） 

１．ＣＡＣは、加入者によるＣＡＣ‐ＮＥＴの利用が前条（禁止事項）第１項各号に該当する場合、当該利用に関し他者からＣＡＣ

に対しクレーム、請求等がなされ、かつＣＡＣが必要と認めた場合、またはその他の事由でＣＡＣ‐ＮＥＴの運営上不適当とＣ

ＡＣが判断した場合は、加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 

① 前条（禁止事項）第１項各号に該当する行為をやめるように要求します 

② 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します 

③ 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します 

④ 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全てもしくは一部を削除し、また は他者が閲覧できない状

態に置きます 
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⑤ 第２５条（連絡受付体制の整備について）に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を

要求します 

２．前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重され

るものとします。 

 

第２４条 （青少年にとって有害な情報の取扱いについて） 

１．加入者は、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する

法律（平成２０年法律第７９号）（以下「青少年インターネット環境整備法」という。）第２条第１１項の特定サーバー管理者

（以下「特定サーバー管理者」という。）となる場合、同法第２１条の努力義務について充分留意するものとします。 

２．加入者は、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者

により青少年にとって有害な情報（青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、本約款第２２条（禁止事項）に規定する

情報を除く。以下同じ。）の発信が行われたことを知ったとき、または自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等に

より青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。 

① １８歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する 

② 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により１８歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する 

③ 青少年にとって有害な情報を削除する 

④ 青少年にとって有害な情報のＵＲＬをフィルタリング提供事業者に対して通知する 

３．ＣＡＣはＣＡＣ‐ＮＥＴにより、ＣＡＣの判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環

境整備法第２１条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年によ

る当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。 

 

第２５条 （連絡受付体制の整備について） 

１．加入者は、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止すること

を目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受付る体制を整備するものとします。 

① ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用した情報発信に関する第三者向けの問合わせフォームを整備すること 

② ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用した情報発信に関する問合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること 

③ 前号に例示した方法により、連絡を受付る体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加

入者は十分留意するものとします 

２．加入者はＣＡＣ‐ＮＥＴを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、ＣＡＣが連絡を取りうる連絡

先をＣＡＣに対し通知することとします。 

 

第２６条 （料金等） 

１．ＣＡＣが提供するＣＡＣ‐ＮＥＴの料金等は、ＣＡＣが発行するパンフレットまたは申込書および契約書式、ならびにホームペ

ージ等に定めるところによります。 

２．料金等の支払いは、ＣＡＣが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。 

 

第２７条 （料金等の支払い義務） 

１．加入者は、その契約に基づいてＣＡＣがＣＡＣ‐ＮＥＴの提供を開始した日（オプションサービスおよび端末設備の提供につい

ては、提供を開始した日。）から起算して、解約もしくは解除があった日の属する月の月末日までの（オプションサービスおよ

び端末設備の廃止については、廃止があった日。）期間（提供を開始した日と解約、解除または、廃止があった日が同一である

場合は、１日間とする。）について、ＣＡＣが提供するＣＡＣ‐ＮＥＴの種別等に応じて料金等の支払いを要します。 

２．前項の期間において、利用の一時中断等によりＣＡＣ‐ＮＥＴの利用ができない状態が生じたときの料金等の支払いは次により

ます。 

① 利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の料金等の支払いを要します 

② 利用停止があったときは、加入者は、その期間中の料金等の支払いを要します 

③ 前二号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用できなかった期間中の料金等の支

払いを要します 

区別 支払いを要しない料金等 

加入者の責めによらない事由により、ＣＡＣ‐ＮＥＴを全く利

用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通

信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同等の状態と

なる場合を含む。）が生じた場合（次に該当する場合を除く。

）に、そのことをＣＡＣが認知した時刻から起算して２４時間

以上その状態が連続したとき。 

そのことをＣＡＣが認知した時刻以後の利用できなかった時間

（２４時間の倍数である部分に限る。）について、２４時間ご

とに日数を計算し、その日数に対応するＣＡＣ‐ＮＥＴについ

ての料金等（その料金がＣＡＣの定める利用の都度発生するも

のを除く。）。 

ＣＡＣの故意または、重大な過失によりＣＡＣ‐ＮＥＴを全く

利用できない状態が生じたとき。 

そのことをＣＡＣが知った時刻以後の利用できなかった時間に

ついて、その時間に対応するＣＡＣ‐ＮＥＴについての料金等

。 

ＣＡＣにて工事を行う移転に伴って、ＣＡＣ‐ＮＥＴを利用で

きなくなった期間が生じたとき。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした

日の前日までの日数に対応するＣＡＣ‐ＮＥＴについての料金

等。 

３．ＣＡＣは、支払いを要しないこととされた料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

 

第２８条 （加入契約料金の支払い義務） 

加入者は、第６条（加入申込みの方法）の規定に基づき加入の申込みを行いＣＡＣがこれを承諾したときは、ＣＡＣが定める加

入契約料金の支払いを要します。 

 

第２９条 （手続に関する料金等の支払い義務） 
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加入者は、本約款に規定する手続の請求を行いＣＡＣがこれを承諾したときは、手続に関する料金等の支払いを要します。ただ

し、その手続の着手前に契約の解除または、請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金等

が支払われているときは、ＣＡＣは、その料金等を返還します。 

 

第３０条 （工事に関する費用の支払い義務） 

１．加入者は、本約款に規定する工事の請求を行いＣＡＣがこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし

、工事の着手前にその契約の解除または、請求の取消し（以下「解除等」という。）があったときは、この限りではありません

。この場合、既にその料金等が支払われているときは、ＣＡＣは、その料金等を返還します。 

２．工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまで

に着手した工事の部分について、ＣＡＣが別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額

は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第３１条 （延滞利息） 

加入者は、料金等、その他の債務（延滞利息を除く。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の

翌日から支払日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延滞利息として、ＣＡＣが定める方法によ

り支払うものとします。 

 

第３２条 （ＣＡＣの維持責任） 

ＣＡＣは、ＣＡＣの設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号）に適合するよう維持しま

す。 

 

第３３条（加入者の維持責任） 

加入者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。 

 

第３４条（設備の修理または、復旧） 

ＣＡＣは、ＣＡＣが設置した電気通信設備が故障または、滅失した場合に、全てを修理または、復旧することができないときは

、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号）に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先

的に取扱うため、ＣＡＣが別に定める順序でその電気通信設備を修理または、復旧します。 

 

第３５条 （加入者の区分け責任） 

１．加入者は、自営端末設備または、自営電気通信設備（ＣＡＣが別に定めるところによりＣＡＣと保守契約を締結している自営端

末設備または自営電気設備を除く。以下この条において同じとする。）がＣＡＣの電気通信回線設備に接続されている場合にお

いて、ＣＡＣが設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備または、自営電気通信設備に故障の

ないことを確認のうえ、ＣＡＣにＣＡＣの電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。 

２．前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、ＣＡＣが別に定めるＣＡＣ‐ＮＥＴ取扱所または、ＣＡＣが指定する

者でＣＡＣが別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者に通知します。 

３．ＣＡＣは、前項の試験によりＣＡＣの電気通信回線設備、その他ＣＡＣの電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者に

通知した後において、加入者の請求によりＣＡＣの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または、自営電気通信設備

にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。 

 

第３６条 （責任の制限） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣ‐ＮＥＴを提供すべき場合において、ＣＡＣの責めによる事由により、その提供をしなかったときは、ＣＡＣ

‐ＮＥＴが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同等の状態となる場合を含む。以下この条において同じとする。）にあることをＣＡＣが認知した時刻から起算して、２４時

間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。 

２．前項の場合において、ＣＡＣは、ＣＡＣ‐ＮＥＴが全く利用できない状態にあることをＣＡＣが認知した時刻以後のその状態が

連続した時間（２４時間の倍数である部分に限る。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するＣＡＣ‐Ｎ

ＥＴの料金等の料金額（ＣＡＣが定める利用の都度発生する利用料金については、ＣＡＣ‐ＮＥＴを全く利用できない状態が連

続した期間の初日の属する料金月（１の歴月の起算日（ＣＡＣが契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう。）から次の歴月の

起算日の前日までの間をいう。以下同じとする。）の前６料金月の１日あたりの平均利用料金（前６料金月の実績を把握するこ

とが困難な場合には、ＣＡＣが定める方法により算出した額）により算出する。）を発生した損害とみなし、その額に限って賠

償します。 

３．ＣＡＣの故意または、重大な過失によりＣＡＣ‐ＮＥＴの提供をしなかったときは、前二項の規定は適用しません。 

４．ＣＡＣが提供する端末接続装置または端末設備が事由でＣＡＣ‐ＮＥＴが利用できない状態にある場合、ＣＡＣでの認知有無に

かかわらず、その損害を賠償しません。 

 

第３７条 （免責） 

１．ＣＡＣは、加入者がＣＡＣ‐ＮＥＴの利用、解除、中止、停止、制限、終了に関して損害を被った場合、前条（責任の制限）の

規定によるほかは、何ら責任を負いません。 

２．ＣＡＣは、ＣＡＣ‐ＮＥＴに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または、復旧の工事にあたって、加入者が所有

または、占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがＣＡＣの故意または、重大な過失により生じたも

のであるときを除き、その損害を賠償しません。 

３．ＣＡＣは、本約款等の変更により自営端末設備または、自営電気通信設備の改造または、変更（以下この条において「改造等」

という。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、ＣＡＣが定めるＣ

ＡＣ‐ＮＥＴに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または、変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備

または、自営電気通信設備の改造等を要する場合ＣＡＣは、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限

り負担します。 

４．ＣＡＣの保守責任範囲は、加入者回線、端末設備、端末接続装置とし、加入者に過失または故意なくこれらに故障、事故等が生

じた場合は、修復に要する費用をＣＡＣの負担とします。なお、加入者は、加入者の故意または過失により加入者回線、端末設

備、端末接続装置に故障を生じさせた場合は、その補充・修復に要する費用を負担するものとします。 
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第３８条 （承諾の限界） 

ＣＡＣは、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは、保守すること

が著しく困難であるとき、および料金その他債務の支払いを現に怠りまたは、怠るおそれがあると認められる相当の事由がある

とき等ＣＡＣの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その事由をその請求をし

た者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

第３９条 （利用に係る加入者の義務） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣ‐ＮＥＴの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有または、占有する土地、建物その他の工作

物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要

な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。 

２．加入者は、ＣＡＣまたは、ＣＡＣの指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等

への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 

３．加入者は、ＣＡＣが契約に基づき設置した電気通信設備を移動、撤去、変更、分解、損壊または、その設備に線条その他の導体

を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは、自営端末設備および自

営電気通信設備の接続または、保守のために必要があるときは、この限りではありません。 

４．加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。 

５．加入者は、ＣＡＣが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ＣＡＣが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、

付加部品等を取り付けないこととします。 

６．加入者は、ＣＡＣが契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。 

７．加入者は、本約款に違反してＣＡＣが設置または貸与する電気通信設備を亡失または、棄損、破損したときは、ＣＡＣが指定す

る期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

第４０条 （自己責任の原則） 

１．加入者は、ＣＡＣ‐ＮＥＴの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費

用をもって処理解決するものとします。加入者がＣＡＣ‐ＮＥＴの利用に伴い他者から損害を受けた場合または、他者に対しク

レームを通知する場合においても同様とします。 

２．ＣＡＣは、加入者がその故意または、過失によりＣＡＣに損害を被らせたときは、加入者に当該損害の賠償を請求することがで

きます。 

 

第４１条 （加入者の関係者による利用） 

１．ＣＡＣが別途指定する加入手続により、加入者がその家族その他の者（以下「関係者」という。）に利用させる目的で、かつ当

該関係者のＣＡＣ‐ＮＥＴの利用に係る料金の支払いに合意して契約を締結したときは、加入者は当該関係者に対しても、加入

者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。 

２．前項の場合、加入者は、当該関係者が第２２条（禁止事項）第１項各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意ま

たは過失によりＣＡＣに損害を被らせた場合、当該関係者の行為を加入者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるもの

とします。 

 

第４２条 （個人情報等の保護） 

ＣＡＣが保有する個人情報等の取扱いは、ＣＡＣが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。 

 

第４３条 （契約約款の改定） 

１．ＣＡＣは、ＣＡＣの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動により本約款を改定することがあります。なお、本約款が改

定されたときは、以後の契約条件は新しい本約款によるものとします。 

２．ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

第４４条 （営業区域） 

営業区域は、ＣＡＣが別に定めるところによります。 

 

第４５条 （関連法令の遵守） 

ＣＡＣは、本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。 

 

第４６条 （閲覧） 

本約款において、ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、ＣＡＣは閲覧に供します。 

 

第４７条 （協議、管轄裁判所） 

１．本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

２．本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、ＣＡＣの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、Ｃ

ＡＣの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

附  則 

１．ＣＡＣは特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。 

２．この本約款は 平成１２年 ４月 １日より施行します。 

改  定   平成１３年１２月 １日 

改  定   平成１５年 ６月 １日 

改  定   平成１６年１０月 １日 

改  定   平成１７年 ４月 １日 

改  定   平成１９年 ６月 １日 

改  定   平成２０年 ８月 １日 

改  定   平成２３年１０月 １日 
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改  定   ２０１４年 ４月 １日 

改  定   ２０１４年 ９月 １日 

改  定   ２０１５年 ４月 １日 

改  定   ２０１５年 ８月 １日 

改  定   ２０１６年 ４月 １日 

改  定   ２０１６年１０月 １日 

改  定   ２０１７年 ４月 １日 

改  定   ２０１８年１０月 １日 

改  定   ２０１９年１０月 １日
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ｗｅｂｃａｓｔ利用規約 

 

 

１．総則 

（１）株式会社ＣＡＣ（以下「ＣＡＣ」という。）は、ＣＡＣの加入者に対し、ｗｅｂｃａｓｔ利用規約（以下「本規約」とい

う。）の定めに従い、動画配信を行う会社（以下「配信会社」という。）が提供する 、動画配信サービス（以下「ｗｅ

ｂｃａｓｔ」という。）を取次ぎします。また、ＣＡＣは、ＣＡＣが指定した方法によりｗａｂｃａｓｔの利用を開始し

たお客様（以下「利用者」という。）に対し、配信会社から債権譲渡を受けることによりｗｅｂｃａｓｔの月額利用料金

を請求し、利用者はこれを支払います（これら一連の流れにより利用できるサービスを総称し、以下「本件サービス」と

いう。）。あらかじめ本規約に同意されない場合、本件サービスをお申込みおよびご利用いただくことはできません。 

（２）利用者は、本件サービスのお申込みに際し、希望する配信会社を選択しその配信会社の定める利用規約（以下「配信会社

規約」という。）への同意が必要です。あらかじめ配信会社規約に同意されない場合、本件サービスをお申込みおよびご

利用いただくことはできません。 

（３）ＣＡＣは、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更または廃止することがあります。ＣＡＣが本規約を変更した場合

、本件サービスの内容および提供条件は、変更後の規約によるものとします。なお、ＣＡＣは、変更後の本規約の効力発

生日までに、変更後の本規約をＣＡＣ所定のホームページに掲載することにより、変更後の本規約の内容をお客様に通知

するものとします。 

（４）配信会社は、配信会社規約に従い、配信会社規約を変更することがあります。配信会社規約が変更された場合、本規約で

ＣＡＣが特に定めている部分を除き、ｗｅｂｃａｓｔの内容、および提供条件は変更後の配信会社規約によるものとしま

す。 

（５）利用者は、本件サービスを利用するために、ＣＡＣが提供するケーブルＩＤ（以下「ＣＡＣ ＩＤ」という。）およびパ

スワードが必要となります。 

（６）ＣＡＣ ＩＤおよびパスワードによる認証ができない場合、利用者は、本件サービスを利用することができません。 

（７）本件サービスは１つのＣＡＣ ＩＤにつき１契約とします。複数契約はできません。 

 

２． 定義 

用語 用語の意味 

配信会社 インターネットなどのネットワークで動画を配信する会社 

ｗｅｂｃａｓｔ 配信会社が提供する、動画配信サービス 

本件サービス 
ＣＡＣの取次ぎによりｗｅｂｃａｓｔに加入し、ＣＡＣが指定する方法により動画配信サービスを開始す

ることで、ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料金の支払いを行うことができるサービス 

利用者 ＣＡＣが指定した方法によりｗａｂｃａｓｔの利用を開始したお客様 

本件契約 利用者およびＣＡＣ間で締結される本件サービスの契約 

配信会社規約 配信会社が定める動画配信サービスにかかる利用規約 

ＣＡＣ ＩＤ ＣＡＣが発行する、サービス連携に必要なＩＤ 

 

３．本件契約の成立および継続 

（１）本件契約は、以下の全てを満たした時点で成立するものとします。 

ＣＡＣが指定するＣＡＣサービスの利用者が、本件サービスの利用をＣＡＣに申込み、ＣＡＣがこれを承諾すること 

（２）ＣＡＣは、次の場合には、本件契約の申込みを承諾しないことがあります。 

ａ．本件契約の申込者が、本件サービス以外のＣＡＣの提供するサービス利用契約に準じサービスをご利用いただけてい

ない場合、過去に違反したことがあるまたは違反のおそれがあるとＣＡＣにおいて判断した場合 

ｂ．ｗｅｂｃａｓｔの利用用途が配信会社規約に違反するとＣＡＣにおいて判断した場合 

ｃ．ＣＡＣが本件サービスを提供するにあたり、ＣＡＣの業務遂行上支障が生じる場合またはそのおそれがあるとＣＡＣ

において判断した場合 

ｄ．その他利用申込者を利用者とすることが不適切であるとＣＡＣにおいて判断した場合 

（３）ＣＡＣは、本件契約により、利用者に対し、ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料金をｗｅｂｃａｓｔの開始日が属する月の翌々

月にＣＡＣサービスの利用料金と合わせて請求するものとします。 

（４）利用者は、配信会社規約の定めにかかわらず、前項に定める請求により、ＣＡＣサービスの利用料金の支払のためにＣＡ

Ｃに登録をしている支払い方法によりｗｅｂｃａｓｔの月額利用料を支払うものとします。 

（５）ｗｅｂｃａｓｔは１利用者につき配信会社ごとに１契約とします。 

 

４．ｗｅｂｃａｓｔ 

（１）ｗｅｂｃａｓｔの内容および初月利用料無料等の配信会社がｗｅｂｃａｓｔに対し提供する特典等については、配信会社
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が配信会社規約に基づき提供するものとします。 

（２）ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料は配信会社が定めるところによります。 

（３）ｗｅｂｃａｓｔの利用方法は配信会社が定めるところによります。 

（４）ＣＡＣは、配信会社規約の変更または廃止により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 

（５）ＣＡＣは、ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料その他本規約等に基づき利用者から支払われた一切の金員について、解約・取り

消し・解除その他事由の如何を問わず返還しないものとします。 

 

５．利用者による解約 

（１）利用者が本件契約を解約しようとするときは、利用者はＣＡＣ所定の方法によりＣＡＣに通知するものとします。当該通

知のＣＡＣへ到達日から起算する最短で到来する契約更新日の前日をもって、本件契約が解約されるものとします。ただ

し、電子媒体での当該通知については、当社への到達日の翌営業日から起算されるものとします。 

 

６．ＣＡＣによる契約の解除 

（１）利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、ＣＡＣは、通知催告等何らの手続を要することなく、本件サービスの提

供を停止し、本件契約を解除しまたは利用者の資格を取り消すことができるものとします。 

ａ．利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、ＣＡＣから当該行為の是正を求められ

たにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合 

ｂ．利用者が、ＣＡＣの提供する本件サービス以外のＣＡＣの提供するサービスの利用にかかる契約に準じサービスをご

利用いただけていない場合、または違反のおそれがあるとＣＡＣにおいて判断した場合 

ｃ．利用者が、配信会社規約に違反した場合または違反のおそれがあるとＣＡＣにおいて判断した場合 

ｄ．ＣＡＣが本件サービスを提供するにあたり、ＣＡＣの業務遂行上支障が生じる場合またはそのおそれがあるとＣＡＣ

において判断した場合 

ｅ．その他、利用者が本件サービスを利用することが不適切とＣＡＣにおいて判断した場合 

（２）利用者は、前項に基づき本件契約が解除された場合であっても、当該提供停止日または解除日の属する月にかかるｗｅｂ

ｃａｓｔ月額利用料の支払義務を免れないものとします。 

 

７．通知 

（１）ＣＡＣが、本件サービスに関して利用者へ通知を行う場合、ＣＡＣのホームページ、利用者への電子メールの送信または

その他ＣＡＣが適当と認める方法により行うものとします。 

（２）配信会社は、ｗｅｂｃａｓｔに関して利用者へ通知を行う場合、配信会社規約の定めに従い、告知を行うものとし、ＣＡ

Ｃはこれに何ら関与しないものとします。 

 

８．本件サービスの一時中断等 

（１）ＣＡＣは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ることなく、本件サービスの全部もしくは一部の提供

を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。 

ａ．火災、停電、天災等の不可抗力その他ＣＡＣの責めに帰すべからざる事由に起因して本件サービスの提供が不可能ま

たは困難になった場合 

ｂ．交通事情、気象状況等により本件サービスの提供がＣＡＣの事業遂行上支障があると判断する場合 

ｃ．その他、ＣＡＣが合理的な理由により本件サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合 

（２）前項に基づきＣＡＣが行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、ＣＡＣは利用者に対していかなる責任も負い

ません。 

 

９．免責 

（１）ＣＡＣは、ｗｅｂｃａｓｔについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、利用者が意図す

る特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。 

（２）ＣＡＣは、前条に定める場合を除き、利用者が本件契約の有効期間中にｗｅｂｃａｓｔを利用できなかったことおよびｗ

ｅｂｃａｓｔの提供が遅延したことについて一切の責任を負いません。ただし、ＣＡＣの故意または重大な過失に基づく

場合については、この限りではありません。 

（３）ＣＡＣ、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について何ら責任を負わないものとします。ただし、Ｃ

ＡＣの故意または重大な過失に基づく場合については、この限りではありません。 

 

１０．個人情報の取り扱い 

（１）ＣＡＣは、利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メー

ルアドレス等の情報（以下「個人情報等」という。）を、ＣＡＣがＣＡＣホームページ上で公開する個人情報の保護に関

する規定、ご提供いただく個人情報の利用目的、取り扱い目的に準じて管理します。 

（２）前項にかかわらず、次に掲げる場合にあたっては、ＣＡＣが利用者の個人情報を利用することがあります。 

ａ．法令に基づく場合。 

ｂ．人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

ｃ．公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難

であるとき。 

ｄ．国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

（３）ＣＡＣは、利用者の個人情報等を本件サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上、

マーケティング分析ならびに利用者にとって有益と考える情報（ＣＡＣの提供する商品もしくはサービスに関する情報広

告を含みますがこれに限りません。）の選定および配信の目的に利用します。 

（４）ＣＡＣは、利用者のＣＡＣ ＩＤに関する情報を利用者サポート、利用者への通知および本件サービスを提供する目的の

ため、配信会社に第三者提供いたします。 

（５）ＣＡＣは、利用者のＣＡＣ ＩＤ、ｗｅｂｃａｓｔの開始日、ｗｅｂｃａｓｔの終了日、ＣＡＣ ＩＤごとに発生するｗｅ
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ｂｃａｓｔの月額利用料およびｗｅｂｃａｓｔの月額利用料請求の完了・未完了に関する情報を利用者サポート、利用者

への通知および本件サービスを提供する目的のため、配信会社および日本デジタル配信株式会社と共同利用いたします。 

（６）前２項に基づく第三者提供および共同利用にかかる手段または方法は情報を暗号化し、情報交換対応者を限定したセキュ

アな交換方法とします。 

（７）第５項に基づき、共同利用する個人情報は、申込書、インターネット、ハガキなどを通じてＣＡＣが取得したものとしま

す。 

（８）ｗｅｂｃａｓｔを申込むにあたり、利用者より個人情報をご提供いただけない場合、ＣＡＣは、ｗｅｂｃａｓｔを利用者

に提供することができません。 

 

１１．分離可能性 

本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であって

も、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。 

１２．譲渡禁止 

利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供しては

ならないものとします。 

 

１３．債権譲渡 

利用者は、ＣＡＣが第三者に、ＣＡＣが有する利用者に対するｗｅｂｃａｓｔの月額利用料その他についての債権を譲渡するこ

とがあることをあらかじめ承諾していただきます。 

 

１４．サービスの終了 

（１）ＣＡＣは次の場合にはｗｅｂｃａｓｔの全てもしくは一部を終了することがあります。 

ａ．ＣＡＣが、安定したｗｅｂｃａｓｔの提供ができないまたは、できなくなるおそれがあると判断したとき 

ｂ．ＣＡＣが提供する他のサービスに伴い、ｗｅｂｃａｓｔの必要性が著しく低下したとＣＡＣが判断したとき 

ｃ．経営上、技術的等の事由によりｗｅｂｃａｓｔの適正かつ正常な提供ができなくなりｗｅｂｃａｓｔの運営が事実上

不可能になったとき 

（２）ＣＡＣは、前項の規定により、ｗｅｂｃａｓｔの全てもしくは一部を終了するときは、あらかじめその事由を利用者に通

知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。 

（３）ＣＡＣは、本件サービスの変更または終了により利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 

 

１５．本規約の改定 

（１）ＣＡＣは、ＣＡＣの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動、法令等の改正により本規約を改定することがありま

す。なお、本規約が改定されたときは、以後の契約条件は新しい利用規約によるものとします。 

（２）ＣＡＣが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 

１６．協議、管轄裁判所 

（１）本規約に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

（２）本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとし、ＣＡＣの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合に

は、ＣＡＣの本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

附  則 

（１）ＣＡＣは特に必要があるときには、本規約に特約を付することができるものとします。 

（２）この利用規約は２０２２年１１月 １日より施行します。 
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ｗｅｂｃａｓｔ重要事項説明 

 

 

１．ご契約条件について 

（１）ｗｅｂｃａｓｔをご契約いただくには、以下の“ａ”または“ｂ”のいずれか、ならびに“ｃ”および“ｄ”のすべてに

当てはまることが必要です。 

ａ．ＣＡＣ‐ＬＩＦＥまたはＣＡＣ‐ＮＥＴに新たにお申込みいただくと同時に、ｗｅｂｃａｓｔをお申込みいただきご

利用される方。 

ｂ．ＣＡＣ‐ＬＩＦＥまたはＣＡＣ‐ＮＥＴにご加入いただいており、新たにｗｅｂｃａｓｔをお申込みいただきご利用

される方。 

ｃ．ｗｅｂｃａｓｔを個人名義でご契約され、かつ世帯内での視聴をされる方（法人名義でご契約の方を除く）。 

ｄ．以下の配信会社から希望する配信会社を選択しその配信会社が定める利用規約に同意いただき、ＣＡＣが定める方法

にて、ｗｅｂｃａｓｔの利用登録をいただける方。 

【ＨＪホールディングス株式会社】利用規約 URL:https://www.hjholdings.jp/terms 

【ＤＡＺＮ Ｌｉｍｉｔｅｄ】  利用規約 URL:https://www.dazn.com/ja-JP/help/articles/terms-jp 

（２）ｗｅｂｃａｓｔは、以下の各号のいずれか 1 つでも満たされなくなった場合、自動的に解除されます。 

ａ．ｗｅｂｃａｓｔの利用登録を解除された場合 

ｂ．ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料を、ＣＡＣ以外を指定して支払う場合 

ｃ．前項ａまたはｂのいずれか、ならびにｃおよびｄの条件を満たさなくなった場合 

（３）ＣＡＣ‐ＮＥＴのご利用には、別途定めるＣＡＣ‐ＮＥＴ契約約款に同意いただきます。 

 

２．ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料金について 

（１）配信会社の月額利用料金は下記の通りです。 

ａ．Ｈｕｌｕ月額利用料金  ９３３円 （税込１，０２６円 ）／アカウント 

ｂ．ＤＡＺＮ Ｓｔａｎｄａｒｄ月額利用料金３，３６４円 （税込３，７００円 ）／アカウント 

ｃ．２０２３年２月末日以前からＤＡＺＮを継続している利用者の月額利用料金は（下記※）の料金を継続します。 

※ ＤＡＺＮ Ｓｔａｎｄａｒｄ月額利用料金２，７２８円 （税込３，０００円 ）／アカウント 

ただし、２０２３年３月以降に解約し再加入した場合は上記“ｂ”の料金が適用となります。 

（２）ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料は、配信会社が定める利用規約に基づき、変更となる場合があります。この場合、配信会社

が利用者に告知を行います。 

（３）ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料は日割計算いたしません。 

 

３．お申込み時の注意事項 

（１）利用者がｗｅｂｃａｓｔの利用申込みをする場合は、配信会社規約にご承諾のうえＣＡＣの指定する方法にてお申込みい

ただき、ｗｅｂｃａｓｔの利用登録をしていただきます。 

（２）ＣＡＣは配信会社より債権譲渡を受けることにより、ｗｅｂｃａｓｔの月額利用料の請求代行を行うものとし、利用者は、

当該債権譲渡に承諾いただきます。 

（３）ｗｅｂｃａｓｔは、配信会社に利用登録をした当日より１カ月単位でのご請求となります。その後、１カ月ごとの自動更

新となり、ご解約の際には再度お手続きが必要です。 

（４）ｗｅｂｃａｓｔの解約はＣＡＣの指定する方法によるものとします。 

（５）ｗｅｂｃａｓｔのご利用によって生じる利用者の損害およびｗｅｂｃａｓｔのご利用により利用者が第三者に対して与え

た損害については、ＣＡＣは一切の責任を負いません。ただし、ＣＡＣの故意または重過失に起因する場合には、この限

りではありません。 

（６）ｗｅｂｃａｓｔのご利用にあたっては、規約に基づきＣＡＣが不適切と認めた利用者に対しては、ｗｅｂｃａｓｔの利用

を即時解除する場合があります。なお、ＣＡＣが提供する他のサービスについても、同様に契約を解除する場合がありま

す。 

（７）利用者は 、ｗｅｂｃａｓｔをスマートフォン・タブレット・その他のｗｅｂｃａｓｔ対応デバイスでご利用いただけま

す。なお、ＣＡＣは、ｗｅｂｃａｓｔの動作を保証しておりません。 

（８）ＣＡＣ以外のインターネット回線をご利用の場合、通信障害等の対応はできませんのでご了承ください。 

（９）ＤＡＺＮ Ｌｉｍｉｔｅｄは「ＤＡＺＮ Ｓｔａｎｄａｒｄ」プランでの提供となります。「ＤＡＺＮ Ｇｌｏｂａｌ」

プランの提供はしておりません。 

 


